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本日の内容

☆障がい者虐待とは

☆通報義務について
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・養護者による障がい者虐待

☆障がい者虐待とは？☆

・障がい者福祉施設従事者による障がい者虐待

・使用者による障がい者虐待

→主に家族が虐待者

→施設・事業所職員が虐待者

→雇用主・同僚が虐待者
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• 【身体的虐待】障がい者の身体に外傷が生じ、又は生じる
おそれのある暴行を加えること。

• 【放棄・放任（ネグレクト）】障がい者を衰弱させるよう
な著しい減食又は長時間の放置その他の障がい者を養護す
べき職務上の義務を著しく怠ること。

• 【心理的虐待】障がい者に対する著しい暴言又は著しく拒
絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える
言動を行うこと。

• 【性的虐待】障がい者にわいせつな行為をすること又は障
がい者をしてわいせつな行為をさせること。

• 【経済的虐待】障がい者の財産を不当に処分することその
他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。

☆障がい者虐待とは？☆

障害者虐待防止法に定義されています。
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☆障害者の虐待防止、
障害者の養護者に対する支援等に関する法律☆

法の目的
・障害者の自立及び社会参加
・虐待を受けた障害者の保護
・養護者等の支援

権利利益の擁護に資するため

被虐待者も
虐待者も
救います！



WHO健康都市おおぶ

通報義務について
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☆高齢者虐待の状況(大府市)☆

7

令和元年度 令和２年度 令和３年度

通報・届出件数 12 11 13

内訳
（虐待認定）

養護者 8（6） 8（5） 9（6）

施設従事者 3（1） 3（3） 4（1）
使用者 1（0） 0（0） 0（0）

相談件数 10 13 14

相談件数
養護者 10 9 9
施設従事者 0 3 4
使用者 0 1 1

相談 ＋ 通報・届出 ２２ ２４ ２７
終結件数 2 4 7
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☆防止センターとの連携☆

・皆様は様々な場所で発生した障がい者虐待に
気付くことができるお立場です。

我々に力を

貸してください！！
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法第７条第１項
養護者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見し
た者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならな
い。

〇通報義務

法第１６条第１項
障害者福祉施設等による障害者虐待を受けたと思われる障害
者を発見した者は、速やかにこれを市町村に通報しなければ
ならない。

法第２２条第１項
使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見し
た者は、速やかに、これを市町村又は都道府県に通報しなけ
ればならない。
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どんな事情があってもすぐに施設に保護
されてしまう？

でも虐待防止センターに通報すると…

そのようなことはありません。

命に危険がある場合は、命を最優先して分離・保護を検討しま
すが、緊急性がないケースは利用者本人やご家族の気持ちに寄
り添いながら、支援者と方針を共有しながら、虐待を収束させ
る方法を考えていきます。
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疑わしきは
まず通報を！！
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虐待のサイン

身体的虐待：体に傷やアザ、急な怯え、アザの原因
の説明が聞くたび変化 など

放棄・放任：体からの異臭、毎日同じ服、本人がケガし
ても家族が受診拒否、支援者を拒絶 など

心理的虐待：おびえたり泣いたりする、攻撃な態度、無
表情、自傷行為 など

性的虐待 ：性器の傷、人目を避ける、人への相談をた
めらう など

経済的虐待：年金はあるはずなのに金を持っていない、
金を使っている様子が見られない、支払い
が滞っている など
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住んでいるのは市外の施設
支給決定は大府市

障がい者福祉施設従事者による障がい者虐待

通報先は？

「支給決定をしている市町村
（大府市）」が窓口です。
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○障がい者虐待を発見したら・・通報を

○障がい者虐待を受けたら・・・届出を

• 市町村の障がい者虐待対応窓口にご連絡ください。
• 大府市高齢者・障がい者虐待防止センター

電話 ４５－５４４７
ファックス ４５－５４４０

夜間・休日は・・市役所
電話 ４７－２１１１
ファックス ４４－３９３３

通報・届出先
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「虐待かな…？」と思ったら行動を！！

あなたのその気持ちが大切です。

END


